
 

 

第５回 幹事会 

 

日時：８月２３日（水）正午～１３時 

場所：大阪弁護士会館１２０５会議室＋Zoomミーティング 

※今回はハイブリッド方式で開催致します。 

 

≪議事の内容（予定）≫ 

１  レターケース前棚置き書類削減についての意見交換 

２  定時総会（９月２８日１８時）の議題について【決議】 

（１）２０２２年度決算承認 

（２）幹事選任（７５期・榧野 寛俊（かやの ひろとし）会員） 

（３）慶弔規則改正 

３  選考委員会報告 

４  会費減額 PT報告   

５  各種委員会からの活動報告／政策，広報，研修，親睦，若手会  

６  大弁会務報告  

７  各種行事の案内  
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資料１ 

春秋会慶弔規則中一部改正の件 

第１ 決議を求める事項 

 春秋会慶弔規則を別紙新旧対照表のとおり改正する。 

 

第２ 提案理由 

１ 独立等の届出（第２条関係） 

 現行規則は、会員の事務所からの独立等の届出について、独立等の年度内に幹事長に届け

出る旨の期間制限を行っている。 

 届出期間に制限を設けることは事務手続上及び事柄の性質上合理的であると考えられる

が、「年度内」という制限の場合、例えば、ある年度の２月に独立した会員は、約１ヶ月以

内に幹事長に届け出なければ失権してしまう一方、４月に独立した会員は、約１１か月以内

に幹事長に届け出ればよいことになり、両者の取扱いの差に不合理な区別が生じてしまう。 

 そこで、期間制限について、年度を基準とするのではなく、独立等の日から「６か月以内」

の期間制限に改正することを提案するものである。 

２ 会員等の死亡についての全会員への通知について（第６条、第７条関係） 

 現行規則は、第６条において、会員又は親族の死亡について全会員に通知するとし、かつ

第７条において、通知は、会員又はその親族が死亡の事実を大阪弁護士会に届け出たときに

適用するとしている。 

 しかしながら、現在の大阪弁護士会の取扱いとしては、会員又はその親族が死亡の事実を

大阪弁護士会に届け出たときは、総合情報システム（会員専用サイト）により、全会員に自

動的に通知がなされることになっており、幹事長が春秋会独自に（春秋会の）全会員に告知

することは必要がない状況にある。 

 そこで、幹事長による全会員への通知は、例外的な取扱いとし、会員又は会員の親族から

幹事長に申し出があったときに限る旨改正することを提案するものである。 

 この関係で、現行規則第７条は、内容を改めたうえで第６条に変更し、同じく現行規則第

６条は、内容を改めたうえで第７条に変更する。 

３ 会員の親族の死亡への対応（第５条関係） 

 現行規則は、第５条において、会員の配偶者等が死亡したときは、弔問、弔電その他しか

るべき方法により弔意を表すとともに、花又は香典金１万円を献ずるものとしている。 

 しかしながら、現在、供花の価格は単独でも１万円を上回っており、一対とした場合には

２万円を上回る状況にあり、香典が金１万円とされていることと均衡を失する状態にある。 

 そこで、幹事長が弔意を表す方法のひとつとして献花を選択できるものとしたうえで、義

務的に花は献じない旨改正することを提案するものである。 

                                      以上 
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春秋会慶弔規則中一部改正案 新旧対照表 

改 正 案       現   行 

（結婚） 

第１条 同右 

 

 

 

 

 

 

 

（独立等） 

第２条 会員が事務所を独立し、又は共同

事務所のパートナーに就任し（入会と同時

のときを含む。）、その旨を独立又は就任し

た日から６か月以内に幹事長に届け出たと

きは、祝い金として金１万円を贈呈する。

ただし、同一会員については１回限りとす

る。 

（在職４０年） 

第３条 同右 

 

 

（会員の死亡） 

第４条 同右 

 

 

 

 

 

 

（親族の死亡） 

第５条 会員の配偶者（事実上の婚姻関係

及びパートナーシップ関係における相手方

を含む。）又は１親等の血族が死亡したとき

は、弔問、弔電、献花その他しかるべき方法

（結婚） 

第１条 会員が結婚（事実上の婚姻関係及

び婚姻関係と異ならない程度の実質を備え

る戸籍その他の公的記録上の性別が同一で

ある二者間の社会生活関係（以下「パート

ナーシップ関係」という。）を含む。）を幹事

長に届け出たときは、祝電その他の方法で

祝意を表す。 

 

（独立等） 

第２条 会員が事務所を独立し、又は共同

事務所のパートナーに就任し（入会と同時

のときを含む。）、その旨を独立又は就任し

た年度内に幹事長に届け出たときは、祝い

金として金１万円を贈呈する。ただし、同

一会員については１回限りとする。 

 

（在職４０年） 

第３条 会員が法曹在職通算４０年に達し

たときは、記念品を贈呈して、祝意を表す。 

 

（会員の死亡） 

第４条 会員が死亡したときは、弔問、弔

電、弔辞、献花その他しかるべき方法によ

り弔意を表するとともに、香典金３万円を

献ずる。ただし、弔意を表するにあたって

は、できる限り幹事長又は副幹事長が弔問

することとする。 

 

（親族の死亡） 

第５条 会員の配偶者（事実上の婚姻関係

及びパートナーシップ関係における相手方

を含む。）又は１親等の血族が死亡したとき

は、弔問、弔電その他しかるべき方法によ
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により弔意を表すとともに、香典金１万円

を献ずる。 

 

（適用条件） 

第６条 第４条及び第５条の規定は、会員

又はその親族が死亡の事実を大阪弁護士会

に届け出たときに適用する。 

 

（死亡の通知） 

第７条 幹事長は、会員又は会員の親族か

ら申し出があったときは、会員又は前条の

親族の死亡を全会員に通知する。ただし、

相当な理由がある場合には通知を行わない

ことができる。 

（会員への告知） 

第８条 本規則に規定する慶弔事について

は、春秋会の広報誌又はホームページに掲

載することができる。 

り弔意を表すとともに、花又は香典金１万

円を献ずる。 

 

（死亡の通知） 

第６条 会員及び前条の親族の死亡通知

は、全会員に対して行う。ただし、相当な理

由がある場合には行わないことができる。 

 

（適用条件） 

第７条 第４条ないし第６条の規定は、会

員又はその親族が死亡の事実を大阪弁護士

会に届け出たときに適用する。 

 

 

（会員への告知） 

第８条 本規則に規定する慶弔事について

は、春秋会の広報誌に掲載することができ

る。 
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2023 年 8 月 17 日 

政策委員会 活動報告（8月版） 
第5回委員会開催 ８月10日WEB＿参加者８名 

委員長 松井 淑子 

１ 今後の企画その１ 準備 
（仮題）AIと憲法―シンポジウム会開催準備 
 
□実施日：１月23日（火）18時 会館10階  
ゲスト：山本龍彦教授(慶應大学教授、「AIと憲法」編著) 
 

□主要メンバー決定： 75 期若手メンバー等も参加。 
 □ChatGPT と法務などの研修、シンポジウム、弁護士による書籍など 

  動きが目まぐるしい分野 

  ⇒1 月実施に向けて、８月 30 日委員らで WEB での勉強会開催 

 □シンポジウム自体は、研修受講義務対象講座として申請予定。 

 

２ 今後の企画その2 開催決定 
（仮題） 税務調査と弁護士―弁護士が活躍できる理由― 
 
□実施日：10月30日（月）18時 会館1205 
  ゲスト：東北篤税理士（元泉佐野税務署長、相続税等担当） 
      澤由美弁護士（49期、元国税審判官）（法曹同志会）  
 
 □対談形式：税務調査の手続きの実情、実態から入るー広く浅くー 
 □内容： 国税局・税務署・審判所の立場からみた、税務調査あるいは不服申

立続きでの、納税者、代理人税理士と代理人弁護士との違いについ
て、対談形式で語り、その中で、弁護士の職責・技能の特殊性、弁護
士自治の存在意義について語る。 

 □趣旨： 税務調査、税務の分野は弁護士が活動できる、活動すべき場といわ
れながら、関西ではあまり活発な活動がないように思われる。なぜ活
動できる、活動すべき場なのかを伝えつつ、対税務署・国税局であっ
ても、弁護士は対国ということでも怯むことなく、法を武器として、
納税者の権利擁護、法による行政の徹底を働きかけていける立場にあ
ることを伝え、業務拡大的な面もあることを伝える。特に、税務訴訟
に至る以前の税務調査でこそ、弁護士の証拠評価能力等、交渉力等が
活かされる等。 

 □内容については、これからさらに詰める予定。 
⇒9月中旬にはチラシ配布、案内できるように。 
 

資料２
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資料３ 

春秋会広報委員会報告（令和 5年 8月 23日幹事会） 

 

委員長 松尾洋輔 

 

■ニュースレター 

8月号発行： 

行事報告・ 

①6/30インボイス研修、②7/14靴磨き研修 

 その他記事・ 

①連載記事「古典芸能よもやま話」 

②連載記事「ひと月一島、国内航路全制覇への旅(4)」 

③執行部だより 

 

■会報秋号 刊行準備 

7月下旬に取材班による東北復興状況視察取材旅行を実施 

9月刊行に向けて作業中 

 

■委員会開催：令和 5年 7月 14日 18時 30分〜 

議題： 

1. ニュースレター8月号の掲載記事の確認・検討 

2. 会報秋号準備状況確認 

3. その他 

 

■委員会日程 

2023年 8/18,9/15,10/13,11/10,12/15 

2024年 1/12,2/16,3/8 

18時 30分〜（リアルと Zoom併用） 

 

以 上 
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資料４ 

研修委員会活動報告（５） 

２０２３年 ８月２３日 

                 研修委員長  今井  力 

 

第１ 前回からの活動報告 

靴磨き・革小物ケア研修 

    令和５年７月１４日（金）１８：１５～２０：００ 

場所  弁護士会館 1205会議室 

講師  宮田周平氏 （靴磨き処「ダンディズム」） 

参加者 ２７名 

 

第４ 今後の予定 

１ 刑事弁護研修 

令和５年１０月１１日（水） １８：３０～２０：００ 

              大阪弁護士会１２０５会議室 

              リアル会場のみ（Zoom なし） 

講師：小橋るり 先生（５１期） 

   藤原 航 先生（６２期） 

２ 映画「プリズン・サークル」 上映企画 

 大阪弁護士会企画として実施できないか打診中 

３ 梅乃宿酒造研修 

４ その他のアイデア募集中 

 

以上 
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資料５ 

親睦委員会報告 2023 年８月２３日 

親睦委員会 西田敦 

第１  ラーメン企画 報告 

担当：深谷 宮崎 満村  

若手会と共催予定 

第２ ８月２日 １８時～ 暑気払い（若手会共催） 

担当 横瀬 中村佳菜 舘 辻 西田  

更に 徳山 中原 中村佳菜 中村孝宏 満村 宮崎  

おかげさまで大盛況でした！ご協力ありがとうございました！！  

第３ ワインの夕べ 

11 月 15 日（水） ワインの夕べ 担当 満村 徳山 谷口  

まだ１０名以上余裕あります！！ 

第４ 宝塚観劇イベント 

１０月２１日１１時～ 宝塚観劇 担当 横瀬 舘 辻 報告 

第５ 新人歓迎旅行 

担当 鈴木 宮下 西田 中原 徳山  

2 月 17 日（予定） 1 泊２日 尾道旅行 ベラビスタ宿泊  
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2 

 

第６ その他の 7 月以降のイベントについて 

9 月 担当 宮下 西田  

10 月～１１月 グルメ企画 担当 西田 小野 福本 中村 鈴木 

「東天満の歩き方（仮）」 

２月１０日（土） 劇団四季観劇 竹中 宮崎 藤澤  

1 月 29 日（月） 副会長就任祝い＆新人歓迎会 浦 西田 満村 徳山 横瀬  

2 月 17 日 新人歓迎旅行 鈴木 西田 宮下 中原  

第７ 次回会議 ９月１１日（月） ハイブリット会議 リアルはなにわ共同 

以上 
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令和５年８月１０日 

春秋会会員各位    

親睦委員会委員長 西田 敦 

担当親睦委員 満村 和樹 

       徳山 慶太 

谷口 由里子 

  

 
  

皆様お待ちかねの春秋会の恒例企画「ワインの夕べ」を、本年も開催できる運

びとなりました。  

「ワインの夕べ」は、リーガロイヤルホテルのマスターソムリエである岡昌治

氏お勧めのワインを、岡氏の解説付きでおいしいお料理とともにいただける素晴

らしい企画であり、岡氏やリーガロイヤルホテルのご協力を得て、毎年恒例企画

となっている春秋会親睦の目玉企画です。毎回、「参加費以上の価値がある。」「貴

重で美味しいワインとお料理が楽しめる。」と大変ご好評をいただいております。  

季節に合ったお料理とワインを存分にお楽しみください！ 飲んでおいしかった

ワインのうち、何本かは、ゲームで勝った方に景品として持っていただくことも

予定しています！ 

ワインにはこだわりがあるという通の方から、ワインの区別は赤か白かぐらい

しか知らないという方、ワインよりも岡氏のファンだ、という方まで、皆様、是

非ご参加ください。もちろん今年も例年同様、事務局の方々だけのご参加や、ご

家族・ご友人とご一緒でのご参加も大歓迎です！年齢制限はありませんのでお子

様のご参加もお待ちしております。是非、ご参加ください！！  

岡 昌治氏：元日本ソムリエ協会会長   

1972年リーガロイヤルホテル入社。海外研修を経て、帰国直後の「全国ソムリ

エ最高技術賞コンクール」で入賞、その後も常に高い成績を修め、日本を代表

するソムリエの一人としての評価を不動のものとする。「マスターソムリエ」の

称号を持ち、軽快な語り口と親しみやすい雰囲気で人気の高い、同ホテルのト

ップソムリエである。  

  

記  

【日  時】 令和５年１１月１５日（水）１９：００開始  

【場  所】 リーガロイヤルホテル リモネ  
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【会  費】弁護士（６５期まで）・一般      １２０００円 

弁護士（６６期以降）・事務所職員・未成年者 ９０００円  

【定  員】 ５５名（申し訳ございませんが、先着順とさせていただきます）  

 ＊お手数をおかけしますが、ご参加ご希望の方は８月３１日（木）までに、親睦

委員徳山慶太宛メール（tokuyama@kyoei-law.com）にてお申し込みいただきます

よう、お願いいたします。お申込みに当たりまして、以下のテンプレートをご

利用ください。  

  

【件名】   ワインの夕べに出席します。  

【メール本文】 

     代表者氏名           （   期） 

    事務所名 

事務所連絡先 電話                ＦＡＸ      

参加者 合計      名 

  内訳  弁護士（６５期まで）       名 

（氏名） 

 

        弁護士（６６期以降）       名 

（氏名） 

 

        事務所職員               名 

（氏名） 

 

    一般             名 

（氏名） 

 

    一般（未成年者）       名 

 （氏名） 
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資料６ 

20230724 若手会 12 時 10 分～＠zoom 

 

【参加】安原、髙、西、河野、船越、杉野、松村、米田 

 

【企画検討】 

・破産研修（担当：西＋松村） 

 講師は浦先生。第２回は８月 24 日 

・やかた船（担当：西＋河野） 

 10 月 20 日（金）夜に実施。17 時 30 分集合 18 時開始か？ 

・日帰り企画（サウナ？キャンプ？ 担当：米田＋高） 

 11 月頃に実施する。 

・美食会（担当：船越） 

 冬 

・各会派対抗若手会ゴルフ（担当：河野） 

 11 月頃（11 月 18 日？）。５名必要（河野、船越、●） 

・追いコン兼新人歓迎会（担当：安原＋杉野） 

 2024 年２月初旬頃 

・親睦委員会との共催 

８月２日 18 時～暑気払い＠中之島ソーシャルイートアウェイク 

【次回会議】 

８日 17（木）12 時～ 
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20230817 若手会 12 時 10 分～＠zoom 

 

【参加】安原、髙、西、河野、船越、松村、米田 

 

【企画検討】 

・破産研修（担当：西＋松村） 

 講師は浦先生。第２回は８月 24 日 18 時から。 

・やかた船（担当：西＋河野） 

 10 月 31 日（火）夜に実施 17 時 30 分集合 18 時開始か？ 

 定員 20 名で検討 

・日帰り企画（サウナ？キャンプ？ 担当：米田＋高） 

 11 月頃に実施する。山崎蒸留所？ 

・美食会（担当：船越） 

 冬 

・各会派対抗若手会ゴルフ（担当：河野） 

 11 月頃（11 月 18 日）。５名必要（河野、船越、●） 

・追いコン兼新人歓迎会（担当：安原＋杉野） 

 2024 年２月初旬頃 

・親睦委員会との共催 

８月２日 18 時～暑気払い＠中之島ソーシャルイートアウェイク 盛況 

【次回会議】 

９日 11（月）12 時～ 
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資料７ 

2023/8/22 

春秋会幹事会（8 月） 

弁護士会の会務報告 

 

副会長 高江俊名 

１ 行事等（実施済み） 

  7/22（土） 映画「最も危険な年」上映会及び対談 

  7/29（土） 来たれ、リーガル女子 

  8/1（火）  中学生ジュニアロースクール 

  8/5（土）   街かど無料法律相談 inディアモール大阪 

 

２ 意見書・会長声明等 

7/21  オンライン接見の実現を求める会長声明 

  7/27  「困難問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく施策の実施にあた

り、大阪府内における女性相談支援員の拡充等を求める意見書  

  7/27   滞納者の生活再建を図る強制徴収公債権の管理のあり方について運用と制

度の改善を求める意見書 

 

３ 今後の行事等の予定 

   8/26（土）13 時～ シンポジウム「みんなで考える これからの学校 どうする？

校則」 

  9/2（土）13 時半～ ロールーム・リレー講座 

  9/17（日）10 時～ 大阪弁護士会大運動会（万博記念公園） 

 

４ FATF 提出 

 

５ その他 

  谷間世代法曹への一律給付の件 
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